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第４章 計画推進のための施策

l 第１節 高齢者の生きがいと社会参加への支援

l 第２節 きめ細やかな介護予防の推進

l 第３節 高齢者の暮らしを支える仕組みの充実

l 第４節 介護保険サービス提供体制の整備
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第１節 高齢者の生きがいと社会参加への支援

全国で超高齢化社会が進んでおり、本市でも同様に、高齢者の増加と共にますます平均

寿命の延伸が予想されています。以前のような、「学ぶ」「働く」「引退する」というステー

ジの移行ではなく、高齢になっても自分らしさを大切にしながら、やりがいの発見や自己

実現に向けて活動することが健康寿命の延伸のためにも重要です。そのため、高齢者の生

きがいと社会参加への支援を進めるために、以下の成果目標を達成するために各施策を推

進します。

＜基本施策の目指す姿＞「生きがいを持って生活することができる」

＜基本施策を支える各施策＞

１－１ 高齢者の社会参加の推進 ｜ 重点

＜施策の方向性＞

単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、医療・介護サービスの提

供だけでなく、市民に身近な存在である本市が中心となって、地縁組織、民間企業、民生

委員等の高齢者の生活を支える主体と連携しながら、高齢者を支える地域づくりや高齢者

の社会参加の推進を一体的に推進し、地域の課題に対応できる体制を整備します。

＜活動指標＞

表〇〇 高齢者の社会参加の推進の指標

*1 社会活動とは、「①ボランティア、②スポーツ関係、③趣味関係、④学習・教養関係、⑤介護予防
のための通いの場、⑥老人クラブ、⑦町内会・自治会、⑧収入のある仕事」のいずれか
*2 活動実施主体、参加者合計の人数（年齢を確認しない活動もあるため若年者も含む）
*3 GBERとは、高齢者の地域活動をサポートするウェブプラットフォーム（詳細:●ページ）のことで、
ここでいうGBER掲載活動数は“●●”に限る

成果指標
現状値 目標値

令和 4(2022)年度 令和 7(2026)年度

【日常生活圏域ニーズ調査】
設問「生きがいはありますか。」に対して、生

きがいあると回答した人の割合

67.3％ 70％以上

施策番号 施策名 区 分

1-1 高齢者の社会参加の推進 重 点

1-2 社会参加を支える場の支援

1-3 家族等介護者の負担の軽減と社会参加の継続

1-4 認知症対策における社会参加への支援

項目
実績 目標値

令和 4（2022)年度 令和 7（2025)年度

【日常生活圏域ニーズ調査】
社会活動*1 に「月１回以上」参加していると

回答した人の割合

40.3％ 45.0％ 以上

地区社会福祉協議会の活動参加者数*2 - 年間延べ 3,000 人

GBER*3 掲載活動数 - 258 件（60 件）
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（11）住まいへの支援

① 高齢者支援住宅家賃助成（一般財源）

▢ 加齢に伴う心身の機能低下により、居宅での日常生活に支障のある高齢者に対し、管理

人が安全確認等を行う高齢者支援住宅を提供し、その家賃の一部を助成することにより、

高齢者の自立した生活を支援します。

②介護保険住宅改修助成（一般財源）

▢ 対象者の自立支援のため、本人の心身の状態や居宅の状況等を総合的に勘案し、必要性

の認められた改修費用の一部（40 万円を限度とする）を助成します。（利用者 1 割負担、一

定以上所得のある利用者については 2～3 割負担）

③ 緊急時通報システム事業

▢ 緊急時通報システムを設置することにより、再発のリスクが高いとされる疾患や、発作

等が想定されるような疾患など緊急性の高いリスクをもつ独居等の高齢者が安心して在宅

生活できるよう支援します。（システムは、緊急時に事前に申請した協力員に知らせること

や、ガードマンが駆けつける体制。）

対象 市内に 3 年以上在住する被保険者で、要介護・要支援・総合事業対象者のいず

れかの認定を有し、預貯金等の額が単身で 1,000 万円、配偶者がいる場合は

2,000 万円以下であり、老齢福祉年金の受給権を有する者、被保護者、市町村

民税世帯非課税者、または市長が認める準用対象者で、身寄りのない者又は事

情により家族との同居が困難な者のうち、単身生活を行うことができ、支援住

宅への入居が必要な者。

助成額 老齢福祉年金受給者：家賃相当額

被保護者：家賃から被保護者に係る住宅扶助費を控除して得た額

市長民税非課税者：家賃の 70％

準用対象者：

所得段階 4：家賃の 50％

所得段階 5：家賃の 40％

ケア会議において支援住宅への入居が妥当と判断された者：ケア会議が認

めた割合を乗じた額

※ケア会議において支援住宅への入居が妥当と判断された者については、

共益費及び管理費について別途 3 万円を限度に助成する

助成範囲 入居家賃（条件により共益費及び管理費を含む）

対象 介護保険法に基づく要介護認定者で居宅の改修が必要と認められた方

範囲 対象工事は、介護保険対象工事の金額超過分及び介護保険対象外工事で市が定

めたもの

対象 対象者は以下を全て満たす方

・65 歳以上 ・和光市に住民登録がある

・独居（日中独居を含む）もしくは高齢者のみの世帯またはそれに準ずる世帯

・再発のリスクが高いとされる疾患や、発作等が想定されるような疾患など急

変するリスクをもつか、または要介護状態である
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